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第３期姫路市子ども・子育て支援事業計画の 

代用計画について 

 

１ 代用計画策定の経緯 

  子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 47 号。以下「改正子

ども・子育て支援法」という。）による改正後の子ども・子育て支援法（平成 24 年法律

第 65 号）において、乳児等のための支援給付が創設されることに伴い、基本指針の改正

が行われ、市町村子ども・子育て支援事業計画（以下「事業計画」という。）の基本的記

載事項（必須記載事項）として、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の量の

見込み及び確保方策に関する事項等が加えられることとなった（令和８年４月１日から

適用）。 

本市においては、令和７年３月に策定した第３期子ども・子育て支援事業計画（「姫路

市こども計画（ひめじ・こども若者みらいプラン）」に内包。以下「事業計画」という。）

において、５年間の乳児等通園支援事業の量の見込み及び確保方策を定めているため、

事業計画を変更することに代えて、その他の基本的記載事項を追加した代用計画を策定

するもの。 

 

２ 代用計画の内容（基本的記載事項の追加） 

(1) 乳児等通園支援の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期（提供

区域ごと） 

乳児等通園支援事業の量の見込み及び提供体制の確保方策については、全市域で受け

皿を確保し、市内全域での利用を前提として提供区域を１区域（全市域）と定め、量の

見込みと確保の内容を算出し、事業計画に既に記載しているところである。 

事業計画に基づき令和７年度モデル事業を実施したところ、事業を利用した保護者の

大半が、本市の教育・保育提供区域として定める７区域の中で施設を利用しており、ま

た、利用者に対するアンケートでも、施設を選んだ理由として「自宅から近いため」が

７割以上を占めていたことから、近隣利用のニーズが高いと考えられる。 

そこで、乳児等通園支援事業の量の見込み及び提供体制の確保方策を、全市域に加え、

教育・保育提供区域と同じ７区域ごとに定める。 

 

(2) 乳児等のための支援給付に係る教育・保育等（教育・保育又は乳児等通園支援）を

一体的に提供する体制に関する事項 

 乳児等通園支援事業が満３歳以上の児童を対象としていないことを踏まえ、教育・保

育施設と乳児等通園支援事業者との連携・接続に関する推進方策を定める。 

 

３ 代用計画（案） 

上記の内容を基に別紙の通り代用計画を策定し、令和９年度の事業計画の中間見直し

時に、必要に応じて量の見込み等を見直し、計画に反映させる。 

 

資料１ 



2 
 

別紙 姫路市子ども・子育て支援事業計画（第３期）代用計画 

 

３ 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の量の見込みと提供体制の確保方策（計

画書 P9） 

（３）量の見込みと提供体制の確保の内容及び実施時期（提供区域ごと） 

   全市及び提供区域ごとの量の見込み、提供体制の確保の内容及び実施時期は次のと

おりです（全市の値は提供区域ごとに算出した値の合計値）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人）

０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計

推計児童数 1,816 3,772 3,415 9,003 1,812 3,694 3,761 9,267 1,790 3,687 3,685 9,162 1,771 3,641 3,677 9,089

うち未就園児数（推計） 1,322 1,684 1,231 4,237 1,317 1,609 1,359 4,285 1,299 1,569 1,306 4,174 1,281 1,509 1,279 4,069

利用希望率 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% －

①量の見込み 746 860 352 1,958 743 822 388 1,953 733 801 373 1,907 723 770 365 1,858

②確保の内容 746 860 352 1,958 743 822 388 1,953 733 801 373 1,907 723 770 365 1,858

０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計

推計児童数 92 185 166 443 92 182 183 457 91 181 179 451 90 179 179 448

うち未就園児数（推計） 77 74 45 196 77 71 49 197 76 68 47 191 75 65 45 185

利用希望率 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% －

①量の見込み 43 38 13 94 43 37 14 94 43 35 13 91 43 33 13 89

②確保の内容 43 38 13 94 43 37 14 94 43 35 13 91 43 33 13 89

０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計

推計児童数 386 848 768 2,002 386 830 846 2,062 381 829 829 2,039 377 818 827 2,022

うち未就園児数（推計） 289 420 253 962 289 403 283 975 285 396 271 952 281 382 265 928

利用希望率 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% －

①量の見込み 163 214 72 449 163 206 81 450 161 202 77 440 159 195 76 430

②確保の内容 163 214 72 449 163 206 81 450 161 202 77 440 159 195 76 430

０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計

推計児童数 341 722 676 1,739 340 707 745 1,792 336 706 730 1,772 332 697 728 1,757

うち未就園児数（推計） 232 327 251 810 231 312 273 816 228 304 263 795 224 293 257 774

利用希望率 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% －

①量の見込み 131 167 72 370 130 159 78 367 129 155 75 359 126 150 73 349

②確保の内容 131 167 72 370 130 159 78 367 129 155 75 359 126 150 73 349

０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計

推計児童数 497 964 856 2,317 495 944 942 2,381 489 942 923 2,354 484 931 921 2,336

うち未就園児数（推計） 362 397 321 1,080 359 378 360 1,097 354 368 346 1,068 350 353 340 1,043

利用希望率 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% －

①量の見込み 204 203 91 498 203 193 102 498 200 188 99 487 197 180 97 474

②確保の内容 204 203 91 498 203 193 102 498 200 188 99 487 197 180 97 474

０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計

推計児童数 390 829 739 1,958 389 812 813 2,014 384 810 797 1,991 381 800 795 1,976

うち未就園児数（推計） 280 369 282 931 279 353 308 940 275 343 296 914 272 330 290 892

利用希望率 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% －

①量の見込み 158 188 81 427 157 180 88 425 155 175 85 415 153 168 83 404

②確保の内容 158 188 81 427 157 180 88 425 155 175 85 415 153 168 83 404

※０歳児は６か月児以上の人数

令和10年度

令和11年度

令和11年度

令和11年度

令和11年度

令和11年度

令和11年度

令和10年度

令和10年度

令和10年度

令和10年度

令和10年度

南西部 区域

令和９年度

令和９年度

令和９年度

令和９年度

令和９年度

令和９年度

全市

北東部 区域

中部 区域

東部 区域

中部南 区域

令和８年度

令和８年度

令和８年度

令和８年度

令和８年度

令和８年度



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の

推進に関する体制の確保の内容 

 

  満３歳以降のこどもは、保護者の就労状況にかかわらず教育・保育を受けることがで

きるため、本制度は満３歳までのこどもを対象としています。 

そこで、乳児等通園支援事業を利用したこどもが満３歳以降に教育・保育施設の利用

を希望する場合に、乳幼児の発達の連続性を踏まえて切れ目なく教育・保育を提供する

ため、地域の教育・保育施設と連携し、乳児等通園支援事業の利用終了後の受入れ枠の

確保に努めるほか、乳児等通園支援事業者と教育・保育施設との間で情報共有を行い、

乳児等通園支援事業の利用から教育・保育施設の利用への円滑な移行を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人）

０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計

推計児童数 105 215 203 523 105 210 224 539 104 210 219 533 103 207 219 529

うち未就園児数（推計） 78 88 73 239 78 83 79 240 77 81 76 234 76 77 75 228

利用希望率 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% －

①量の見込み 44 45 21 110 44 42 23 109 43 41 22 106 43 39 21 103

②確保の内容 44 45 21 110 44 42 23 109 43 41 22 106 43 39 21 103

０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 計

推計児童数 5 9 7 21 5 9 8 22 5 9 8 22 4 9 8 21

うち未就園児数（推計） 4 9 6 19 4 9 7 20 4 9 7 20 3 9 7 19

利用希望率 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% － 56.4% 51.1% 28.6% －

①量の見込み 3 5 2 10 3 5 2 10 2 5 2 9 2 5 2 9

②確保の内容 3 5 2 10 3 5 2 10 2 5 2 9 2 5 2 9

※０歳児は６か月児以上の人数

令和10年度

令和10年度

令和11年度

令和11年度

北西部 区域

家島 区域

令和９年度

令和９年度令和８年度

令和８年度
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３ 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の 

量の見込みと提供体制の確保方策 

（１）制度の創設と試行的事業の実施 

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全て

の子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を

強化するため、０歳６か月から満３歳未満までの保育所等に通っていないこどもを対

象に、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用

できる新たな通園支援事業（こども誰でも通園制度）が創設されました。 

本市においては、令和６年（2024年）７月から、公立施設３か所で月10時間の利用

を上限として試行的事業を実施。令和７年度（2025年度）は子ども・子育て支援法に

基づく地域子ども・子育て支援事業として引き続き実施し、令和８年度（2026年度）

から同法に基づく新たな給付制度として、本格的に事業を実施します。 
 

（２）量の見込みの算出方法 

０～２歳の年齢ごとの将来推計人口から、就園児童数の推計値を減じ、令和５年度

（2023年度）に実施した市民アンケート調査における、こども誰でも通園制度の利用

希望率を乗じて、量の見込みを算出します。 

 

 

 

（３）量の見込みと提供体制の確保の内容及び実施時期 

（人） 

  
令和７年度 令和８年度 令和９年度 

０歳 １歳 ２歳 計 ０歳 １歳 ２歳 計 ０歳 １歳 ２歳 計 

推計児童数 1,854 3,427 3,605 8,886 1,816 3,772 3,415 9,003 1,812 3,694 3,761 9,267 

うち未就園児数

（推計） 
1,355 1,543 1,334 4,232 1,322 1,684 1,231 4,237 1,317 1,609 1,359 4,285 

利用希望率 56.4% 51.1% 28.6% - 56.4% 51.1% 28.6% - 56.4% 51.1% 28.6% - 

①量の見込み 764 788 381 1,933 746 860 352 1,958 743 822 388 1,953 

②確保の内容   399   412   199 1,010 746 860 352 1,958 743 822 388 1,953 

※０歳児は６か月児以上の人数 
 

  
令和10年度 令和11年度    

０歳 １歳 ２歳 計 ０歳 １歳 ２歳 計    

推計児童数 1,790 3,687 3,685 9,162 1,771 3,641 3,677 9,089    

うち未就園児数

（推計） 
1,299 1,569 1,306 4,174 1,281 1,509 1,279 4,069    

利用希望率 56.4% 51.1% 28.6% - 56.4% 51.1% 28.6% -    

①量の見込み 733 801 373 1,907 723 770 365 1,858    

②確保の内容 733 801 373 1,907 723 770 365 1,858    

令和８年度（2026年度）以降、事業の本格実施にあたり提供体制の確保に取り組みま

す。また、本格実施後は、利用者のニーズ及び利用実績を踏まえて、実施施設の見直し

等を行います。 

こども誰でも通園制度の量の見込み（人）＝ 

（０～２歳ごとの推計児童数－就園児童数（推計値））×利用希望率 


